
環境行動計画における「柱」について
各分野毎の重要課題への対応力強化の観点から、以下の見直しを実施。

「環境行動計 新「 境

（１）京都議定書の目標達成に向けた取組 （１）地球温暖化緩和策の推進

旧「環境行動計画」 新「環境行動計画」（案）

緩和施策の充実・強化 （ ）地球温暖化緩和策 推進

低

（２）社会インフラを活用した再生可能エネルギー利活用の促進

炭

素

社

（２）温暖化対策に対応した社会の骨格づくり

社

会 再生可能エネルギー
導入拡大

（３）気候変動への適応策の推進

適応施策の充実・強化

（３）負の遺産の一掃と健全な国土に向けた取組

（４）循環型社会の形成に向けた取組の推進

自
然
共
生

適応施策の充実・強化

（４）循環型社会の形成に向けた取組の推進生
社
会 下水バイオマス等

エネルギー利用の充実強化

（４）環境を優先した選択の支援・促進
イ タイ ク タイ 変革 循環型社会 成

（５）健全な国土の形成に向けた取組の推進
循
環
型

ラ
イ
フ
ス

ワ
ー
ク

※ライフスタイル・ワークスタイルの変革＋循環型社会の形成型
社
会

ス
タ
イ
ル
・

ス
タ
イ
ル

生態系ネットワーク形成
の積極的推進

（６）ライフスタイル・ワークスタイルの変革

国
際

ライフスタイル・ワークスタイル
の変革の促進

（５）地球環境時代の技術開発・国際貢献 （７）戦略的技術開発・国際貢献の推進
際
環
境
協
力

戦略性の打ち出し
力
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